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土
砂
災
害
の
約
６
割
は
「
土
砂
災

害
危
険
箇
所
」
で
発
生
し
ま
す
。
市

内
で
は
本
年
６
月
末
現
在
、
６
８
４

カ
所
が
「
土
砂
災
害
危
険
箇
所
」
に
、

そ
の
う
ち
３
２
９
カ
所
が
土
砂
災
害

防
止
法（
※
１
）に
基
づ
く
「
土
砂
災

害
警
戒
区
域
等
」
に
指
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
今
後
、
未
指
定
の
土
砂
災
害

危
険
箇
所
に
つ
い
て
も
、
県
が
基
礎

調
査
を
し「
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
」

に
順
次
指
定
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

こ
の
「
危
険
箇
所
」
と
「
警
戒
区

域
等
」
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
各
総
合
支

所
に
土
砂
災
害
危
険
箇
所
図
を
配
置

し
て
い
ま
す
の
で
、
お
住
ま
い
の
地

域
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
土
砂
災
害
危
険
箇
所
で
な
く
て

も
、
近
く
に「
が
け
地
」や「
沢
」
な

ど
が
あ
れ
ば
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

　

雨
が
降
り
出
し
た
ら
「
土
砂
災
害

警
戒
情
報
」に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

土
砂
災
害
警
戒
情
報
は
、
大
雨
に
よ

る
土
砂
災
害
発
生
の
危
険
度
が
高

ま
っ
た
と
き
に
気
象
庁
や
県
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
ほ
か
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ

オ
の
気
象
情
報
で
も
流
さ
れ
ま
す
。

　

市
で
は
、
土
砂
災
害
警
戒
情
報
な

ど
の
情
報
を
、防
災
行
政
無
線
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
情
報
媒
体
を
活
用
し
、

皆
さ
ん
へ
伝
達
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

職
員
や
消
防
団
員
な
ど
が
巡
回
し
て

広
報
活
動
を
徹
底
し
確
実
な
周
知
に

努
め
て
い
ま
す
。

　

防
災
行
政
無
線
で
防
災
情
報
を
お

伝
え
し
ま
す
。

※
防
災
行
政
無
線
の
試
験
放
送
を
毎

月
１
日
と
15
日
の
２
回
、
午
前
10
時

に
行
っ
て
い
ま
す
。
放
送
が
聞
こ
え

な
い
、
雑
音
が
入
る
な
ど
の
不
具
合

が
あ
る
場
合
は
、
各
総
合
支
所
ま
た

は
防
災
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
ま
す
。

　

気
象
情
報（
大
雨
・
洪
水
・
暴
風
警

報
、
土
砂
災
害
警
戒
情
報
、
竜
巻
注

意
情
報
な
ど
）や
災
害
情
報
な
ど
の

「
防
災
情
報
」
を
、
パ
ソ
コ
ン
や
携

帯
電
話
に
電
子
メ
ー
ル
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。
夜
間
や

外
出
先
な
ど
の
情

報
伝
達
に
最
も
有

効
な
手
段
と
な
り

ま
す
。
ぜ
ひ
登
録

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

避
難
情
報
な
ど
緊
急
性
の
高
い
情

報
を
市
内
に
い
る
人
に
広
く
周
知
す

る
た
め
「
緊
急
速
報
メ
ー
ル
」
を
携

帯
電
話
へ
配
信
し
ま
す
。
市
民
だ
け

で
な
く
、
市
内
へ
の
通
勤
・
通
学
者
、

観
光
客
な
ど
、
該
当
区
域
内
に
い
る

人
に
情
報
を
提
供
し
ま
す
。

事
前
登
録
は
不
要
で
す
が
、
受
信

で
き
な
い
機
種
や
設
定
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
各
携
帯

電
話
事
業
者
へ
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
、 

登
米
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
エ

フ
エ
ム（
は
っ
と
エ
フ
エ
ム
）と
、
災

害
情
報
の
放
送
に
関
す
る
応
援
協
定

を
締
結
し
て
い
ま
す
。
災
害
用
に
Ａ

Ｍ
と
Ｆ
Ｍ
両
方
が
聞
け
る
ラ
ジ
オ
を

備
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

お
年
寄
り
や
障
が
い
が
あ
る
な
ど

避
難
に
時
間
が
か
か
る
人
は
、
移
動

時
間
を
考
え
て
早
め
に
避
難
す
る
こ

と
が
大
切
で
す
。

　

市
で
は
、
皆
さ
ん
の
安
全
を
守
る

た
め
、
避
難
情
報
を
３
段
階
に
分
け

て
対
象
の
地
域
と
開
設
す
る
避
難
所

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
の
で
、
早
め
の

避
難
を
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、

避
難
情
報
が
出
て
い
な
く
て
も
危
険

を
感
じ
た
ら
自
主
的
に
避
難
し
て
く

だ
さ
い
。

※
土
砂
災
害
の
多
く
は
木
造
の
１
階

で
被
災
し
て
い
ま
す
。
豪
雨
な
ど

で
避
難
所
へ
の
避
難
が
困
難
な
と
き

は
、
近
く
の
頑
丈
な
建
物
の
２
階
以

上
に
、
そ
れ
も
難
し
い
場
合
は
、
家

の
中
で
よ
り
安
全
な
場
所（
が
け
か

ら
離
れ
た
部
屋
や
２
階
な
ど
）に
避

難
し
ま
し
ょ
う
。総

務
部
防
災
課　

☎
０
２
２
０（
２
２
）２
１
３
０

　市では、各種犯罪の発生抑止を
目的として、迫町佐沼中江地区と
登米町寺池桜小路地区に防犯カメ
ラを設置します。
　画像は、24 時間撮影しますが、
常時監視はせず、警察などから要
請があった場合のみ画像データを
取り出します。
■防犯カメラ稼働開始予定日：平成27年 8月 20日（木）
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